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年１月15日，講演Ⅱ資料第９頁下図）『温室効果ガス

排出量算定・報告マニュアル』の改正版で具体的な運

用を確認する必要がある。

３．温室効果ガス排出源

設備を中心にエネルギー管理が実施されるのが一般

であることから，それぞれの設備からの温室効果ガス

排出の有無を検討する事も必要となる。省エネ法・定

期報告書で報告できる温室効果ガスはエネルギー起源

二酸化炭素（CO2）のみであり，温室効果ガスの主要

な部分を占めるが，エネルギー起源二酸化炭素（CO2）

以外の温室効果ガス（通称5.5ガス）についても「特

定排出者」に該当するかどうかの検討を忘れずに実施

しておくことが必要である。特に，メタン（CH4）お

よび一酸化二窒素（N2O）の対象となる事業活動に「燃

料を燃焼の用に供する施設・機器における燃料の使用」

があり，ボイラ，エンジン，工業炉等で対象になる設

備がある。

例えば，「工場廃水の処理」設備（CH4およびN2Oが

排出される）を設置している事業者が，ガスエンジン

を設置している場合は，このガスエンジンからのCH4

およびN2Oもそれぞれ算定して，ガス毎の合計値に反

映する必要がある。

具体的な対象活動については，http://www.env.

go.jp/earth/ghg-santeikohyo/の関連資料「算定・報告・

公表制度における算定方法・排出係数一覧 」をご参

照いただきたい。

４．最後に

連載４回にわたり，工場・事業所を対象にしたエネ

ルギー起源二酸化炭素の算定をエネルギー使用量との

比較を軸に解説を試みた。省エネ法，温対法が適用さ

れるエネルギー管理の実務に資するところがあれば幸

いである。最後に両法の目的をあげてご笑覧頂いた御

礼としたい。

（アンダーラインは筆者による。）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

第１条（目的）

　この法律は，内外におけるエネルギーをめぐる経

済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確

保に資するため，工場等，輸送，建築物及び機械器

具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所

要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的

に進めるために必要な措置等を講ずることとし，も

って国民経済の健全な発展に寄与することを目的と

する。

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

第１条（目的）

　この法律は，地球温暖化が地球全体の環境に深刻

な影響を及ぼすものであり，気候系に対して危険な

人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大

気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化

を防止することが人類共通の課題であり，すべての

者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが

重要であることにかんがみ，地球温暖化対策に関し，

京都議定書目標達成計画を策定するとともに，社会

経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の

抑制等を促進するための措置を講ずること等により，

地球温暖化対策の推進を図り，もって現在及び将来

の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとと

もに人類の福祉に貢献することを目的とする。 


